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陳 情 原 文  篠崎公園地域の街づくりに関連して東京都市計画緑地事業 第１３号

江戸川緑地の計画変更は、２００８年１月１０日の江戸川区都市計画審議会におい

て審議決定され、同年３月７日に告示されました。同時に、東京都市計画特別緑地

保全地区第７号浅間神社特別緑地保全地区の指定を行いました。この折、同時に、

東京都市計画事業補助２８８号ならびに２８６号道路等の変更を、地域からの４，

０００人もの反対の意見書の願いを押し切って強行しました。 
  都立篠崎公園を中心としたこの街は、幟祭りの浅間神社をはじめ、７００年の古

刹である妙勝寺、戦後まで残っていた篠崎小学校の押上分校など、文化の香り高い

施設と同じように存続している浅間幼稚園も含めて静かな農村であり街でした。 
  また、江戸川の堤防は、大正時代の大改修により現在の堤防がつくられたと言わ

れています。 
  その後、「１３号緑地」事業は、２００８年その一部が事業認可され用地買収がす

すめられました。しかし、「１３号緑地」の一部の事業決定の手続きは行われていま

せん。 
  事業決定がされなかったこの地域は、浅間神社と併せて篠崎公園地域の「特別緑

地保全地区」として、歴史と文化の大切な施設として残されるべき地域であると考

えます。 
  今ならまだ間に合います。事業決定を行うことなく、この地域の残すべき文化の

施設として存続できるよう、東京都市計画緑地事業 第１３号江戸川緑地の内「事

業決定していない地域」の事業化の中止を求め陳情いたします。 


